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入港
36時間前

入港
24時間前

入港前日
正午

入港 出港

港 湾 管 理 者

港 長

海上交通センター所長

海上保安官署の長

運 輸 局 等

係留施設等使用許可申請

事前通報（入港時）
＊入航予定日の前日正午まで

事前通報（移動／出港時）
＊入航予定日の前日正午まで

停泊場所指定願
移動許可申請

危険物荷役許可申請
危険物運搬許可申請
係留施設使用届

航路通報（＊航路入航予定日の前日正午まで）

船舶保安情報通報

保障契約情報通報

入港届（入出港届） 出港届

移動届

出港届入港届（入出港届）

＊通常入港時に申請されるが、
許可等の対象行為前であれば、
入港後でも申請可能

申請先

■対象業務の概要■対象業務の概要
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■対象システムの概要■対象システムの概要

省庁間接続
ネットワーク

NACCSシステム乗員上陸許可支援システム
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インターネット

港 長港湾管理者

検疫所（船舶）

申請者

（負荷分散）

（２重化）

（負荷分散）

（負荷分散）

（２重化）

（２重化）

（２重化）

〔シングルウィンドウシステム〕 〔港湾EDIシステム〕

海上交通
センター所長

海上保安官署の長
運輸局等


